
新型コロナウイルスワクチン接種費用のご請求の際には、記載もれや記載不備

のないようご確認いただきますようご理解、ご協力をお願いします 

 

◆ 診療報酬請求と一緒に郵送（提出）される場合は、診療報酬請求と別綴じ、

別封筒にするなど区別してください。 

◆請求書類に記載もれ等がある場合、来会による訂正依頼や請求書類を返却さ

せていただく場合がありますので、ご提出にあたっては、下記の確認事項にご

留意ください。 

 

＜確認事項＞ 

 ご請求は、毎月 1 日から 10 日までの期間にご提出をお願いします。接種月が複数

月ある場合でも、「請求総括書」及び「市区町村別請求書」は各々1 枚で作成してくだ

さい。（接種月ごとの作成は不要です。） 

 提出前に①～⑧の項目の点検をお願いします。別添資料も合わせてご参照ください。 

① 「請求総括書」及び「市区町村別請求書」の代表者氏名欄の記載がありますか。 

② 「請求総括書」及び「市区町村別請求書」の施設等区分欄の記載がありますか。 

③ 「請求総括書」、「市区町村別請求書」及び「予診票」の医療機関等コードは１０桁

ですか。 

（例：医療機関等コード 0123459の場合 → 2610123459） 

④ 「請求総括書」及び「市区町村別請求書」の「20  年 月請求分」は提出月にな

っていますか。 

 （例：令和３年６月末までの接種分を令和 3年７月に請求  

→ 「2021年 7月請求分」） 

⑤  小計欄の記載はありますか。 

⑥ 「市区町村別請求書」及び「予診票」の請求先市町村と貼付するクーポン券の市町

村は一致していますか。また、「予診票」氏名とクーポン券の氏名は一致していま

すか。 

⑦ 「市区町村別請求書」の被接種者区分欄に記載がありますか。 

⑧ 「予診票」の接種年月日の記載がありますか。 

  （例：2021年 6月 1日 → 2021年 06月 01日） 

※「予診のみ」の場合でも予診日として記載が必要です。予診日の記載がありますか。 

 

                      京都府国民健康保険団体連合会 



【別添】 

〇請求総括書について                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①代表者氏名が、V-SYSから出力

されない場合には手書きで追記 

請求総括書は、１請求（提出） 

につき１枚のみ作成 

④当会に請求（提出）する年

月を記載 

例．令和３年７月提出分 

   →2021 年 7月請求分 

 

 

 

⑤小計欄の記載もれに注意 

②施設等区分 

１：医療機関 

２：健診機関等 

 

③医療機関コード 0123459 

→26（京都）＋１（医科）0123459 



 

 

 

 

 

 

〇市区町村別請求書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①代表者氏名が、V-SYSから出力

されない場合には手書きで追記 

⑦市区町村ごとの被接種者区分 

「１クーポン券なし（医療従事者）」 

「２クーポン券あり（医療従事者以外）」 

ごとに１枚のみ作成 

④当会に請求（提出）する年

月を記載 

例．令和３年７月提出分 

   →2021 年 7月請求分 

 

 

 

⑥市区町村別請求書と予診票に貼

付するクーポン券が一致すること

を確認 

 

⑤小計欄の記載もれに注意 

③医療機関コード 0123459 

→26（京都）＋１（医科）0123459 



予診票の「クーポン券」・「医療機関等コード」・「接種年月

日」のパンチ入力を行います。 

明瞭かつ枠内に収まるように記載してください。 

 

 

 

 

 

③医療機関コード 0123459 

→26（京都）＋１（医科）＋0123459 

 

⑧接種年月日の月日が１桁の場合には、前０を入れて２桁を

記載 

例．令和３年６月１日に接種→２０２１年０６月０１日 

 

〇予診票について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロット番号欄のシールの貼付もれ

又は記載もれに注意 

・予診票の裏面は使用しない。 

・裏面には何も貼付しない。 

・両面印刷しない。 

・予診票に、穴を開けない。 

〇 × １ ０ ０ １ 

⑧予診のみの場合は、予診日を記載 

⑥予診票の記載内容とクーポン

券が一致することを確認 

 

枠外に記載しない 


